
第４号議案　　資料７ 
 

 
デジタルアーカイブ学会会費の改定 

 
デジタルアーカイブ学会の会費を、下記のとおり改定する。 
 
 

記 
 
１　改定の内容 
 

会員の種類 年会費 
現行 改定 

正会員 (個人) 6,000円 8,000円 
学生会員（個人） 1,500円 1,500円 
賛助会員 (団体) 10,000円 12,000円 

 
２　改定の背景・理由 
　　　会計事務等の委託事務量の拡大による、委託費の増加に対応するため。 
 
３　改定の時期 

2026年度会費から適用する。 
 

以上 


